
 

介護予防支援・第 1 号介護予防支援重要事項説明書 

（令和８年４月１日現在） 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

  電話           ０４２２－３３－２２８７（午前 9時～午後 5時） 

  説明職員         氏名                

  事業所名         三鷹市大沢地域包括支援センター 

 

２ 事業所の概要 

（１）運営法人の概要 

法人名 社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団 

所在地 東京都三鷹市牟礼六丁目１２番３０号 

代表者 理事長 土屋 宏 

連絡先 電話 0422-44-7400  FAX 0422-44-9772 

 

（２）事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 三鷹市大沢地域包括支援センター 

所在地 三鷹市大沢四丁目８番８号 

介護保険指定番号 介護予防支援（No.１３０３６０００８２号） 

サービス提供地域 三鷹市大沢 

 

（３）事業所の職員体制 

 専任 兼任 計 

管理者  １ １名 

保健師 １  １名 

看護師   名 

社会福祉士 ２  ２名 

主任介護支援専門員 １ １ ２名 

介護支援専門員   名 

 

（４）営業時間 

月～土 午前 9時～午後 5時 

休日 日・祝日及び 12月 29日～1月 3日 

 

（５）地域包括支援センターが委託する事業所名 

事業所名  

 



３ 提供するサービスの内容 

（１） 心身の状態を適切な方法により把握の上、介護予防サービス計画等（ケアプラ

ン）を作成します。 

（２） 提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることの

ないよう、公正中立に努めます。 

（３） 介護予防サービス計画等（ケアプラン）に位置付ける事業者について、利用者

は、複数の事業者の紹介を求めることができること、また、当該事業者を選択し

た理由の説明を求めることができることを説明します。 

（４） 介護予防サービス計画等（ケアプラン）に基づくサービスの提供が確保されるよ

う、サービス事業者等との連絡調整を行い、実施状況を把握します。 

（５） 利用者が病院又は診療所に入院する際は、医療機関における利用者の退院支援と

円滑な在宅生活への移行を促進するよう努めます。利用者は、当事業所の担当職

員の氏名及び連絡先を入院先医療機関にお伝えください。 

（６） 介護予防支援等及びサービス事業者等について相談・苦情窓口となり適切に対処

します。 

（７） 要支援認定等の更新申請等を支援します。 

 

４ サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

電話等でご連絡ください。要支援認定者の場合は当事業所職員がお伺いします。 

みたか日常生活チェックシートの実施をご希望の場合は、当事業所へお越しいた

だきます。 

契約を締結した後、サービスを開始します。 

（２） サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合  

文書でお申し出くださればいつでも解約できます。 

② 自動終了 

以下の場合双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・利用者の要介護認定が非該当（自立）又は要介護と認定されるなど介護予防支

援等の対象者でなくなった場合 

・利用者が亡くなられた場合、若しくは被保険者の資格を喪失した場合 

③ その他 

利用者やご家族の方などが地域包括支援センター及び地域包括支援センターが委

託した事業所の職員に対して本契約を継続し難い背信行為を行った場合は、文書で

通知することによりサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

５ 利用料金 

別紙「利用料金について」のとおりです。 

 

 



６ サービス利用にあたっての留意事項 

（１） 当事業所の職員に対しての飲食等のお心づけは一切ご不要です。 

（２） 訪問中の喫煙は受動喫煙防止の観点からご遠慮ください。 

（３） 利用者や家族などが当事業所の職員に対して下記のようなハラスメント行為など

により健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合には、サービスの中

断や契約を解除させていただく場合があります。 

① 暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント、ス

トーカー等の行為 

③ 許可なく職員の写真や動画撮影、録音等を行うこと及びそれらを SNS 等に掲載

する行為 

 

７ 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

 感染予防の観点から、職員は感染対策に配慮したサービスに努めます。また、感染

症の発生及びまん延防止に向けた指針を整備し、事業所内での委員会の設置、研修及

び訓練を実施します。 

 

８ 虐待防止への対応 

 虐待の発生、再発防止のための指針に基づき、職員は解決に向けた取り組みを各関

係機関と連携して進めます。また虐待防止のための対策を検討する委員会、研修等を

事業所内で実施します。 

 

９ 事業継続計画の策定等 

 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開については「事

業継続計画」を定め、災害に備えての研修や訓練等を行います。 

 

１０ 苦情相談窓口 

当事業所の介護予防支援等に関するご相談・苦情及び介護予防サービス計画に基づ

き提供している各サービスについてのご相談・苦情を承りますので、下記窓口までお

申し出ください。 

三鷹市大沢地域包括支援センター    担当 香川 卓見 

電話  ０４２２－３３－２２８７ 

ＦＡＸ ０４２２－３３－２２２０ 

三鷹市健康福祉部高齢者支援課高齢者相談係 

電話 ０４２２－４５－１１５１（代表） 

ＦＡＸ ０４２２－２９－９８２０ 

東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 

電話 ０３－６２３８－０１７７ 

午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

介護予防支援等のご利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要

な事項を説明しました。 

 
 
 

所 在 地 東京都三鷹市大沢四丁目８番８号  
 

事業所名 三鷹市大沢地域包括支援センター  
 

代表者名 社会福祉法人  三鷹市社会福祉事業団 
   理事長    土 屋  宏    

 

 

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

利用者 

住所  

氏名  

□代理人 

□立会人 

利用者との関

係・続柄 
 

住所  

氏名  

 


